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(54)【発明の名称】 内視鏡の操作部汚染防止カバー

(57)【要約】
【課題】操作者が内視鏡の操作部を安定して保持するこ
とができ、しかも操作部を保持する操作者の手が汚染さ
れない内視鏡の操作部汚染防止カバーを提供すること。
【解決手段】後部２と下部３とが一つながりに連続的に
開口形成されて、他の部分は操作部１２を緩く囲む袋状
に形成され、後部２の開口縁部に沿って、その部分の形
状を崩れない程度に維持するための縁部形状維持部材４
が配置され、後部２の下半部には、その部分を閉じた状
態に維持することができる開閉自在な閉状態維持部材５
が配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】下端に挿入部の基端が連結された操作部を
被覆するための内視鏡の操作部汚染防止カバーであっ
て、
後部と下部とが一つながりに連続的に開口形成されて、
他の部分は上記操作部を緩く囲む袋状に形成され、
上記後部の開口縁部に沿って、その部分の形状を崩れな
い程度に維持するための縁部形状維持部材が配置され、
上記後部の下半部には、その部分を閉じた状態に維持す
ることができる開閉自在な閉状態維持部材が配置されて
いることを特徴とする内視鏡の操作部汚染防止カバー。
【請求項２】上記後部の上半部の開口が、操作者の手を
そこから内部に差し込んで上記操作部を上記操作者の手
で直接握ることができるように形成されている請求項１
記載の内視鏡の操作部汚染防止カバー。
【請求項３】上記縁部形状維持部材が、上記後部の開口
縁部に沿って連続的又は不連続的に取り付けられた金属
製又はプラスチック製の線材又は帯状部材である請求項
１又は２記載の内視鏡の操作部汚染防止カバー。
【請求項４】上記閉状態維持部材が、上記後部の開口縁
部の近傍に設けられたホック状の部材である請求項１、
２又は３記載の内視鏡の操作部汚染防止カバー。
【請求項５】上記後部の開口縁部の外表面側に沿って、
汚液が上記開口縁部の内側に流れ込むのを規制するため
の樋状部材が設けられている請求項１、２、３又は４記
載の内視鏡の操作部汚染防止カバー。
【請求項６】上記樋状部材が上記縁部形状維持部材を兼
用している請求項５記載の内視鏡の操作部汚染防止カバ
ー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の操作部
が使用中に汚染されないように被覆するための内視鏡の
操作部汚染防止カバーに関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡を介して患者から患者への感染が
起きないようにするためには、内視鏡の操作部を、使用
中に汚染されないように被覆するのが望ましい。
【０００３】そこで、操作部をシート状のカバーで包ん
だ状態で使用するようにしたものや（特開平４－３２５
１３８号）、カバーを袋状に形成して、操作部全体を包
み込むようにしたもの等がある（実開平６－６８７０８
号）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような
従来の内視鏡の操作部汚染防止用カバーは、いずれの場
合も、操作者がカバーの外面から操作部を握って保持す
るようになっているので、操作部に手が馴染まず、内視
鏡検査中に手の中で操作部が意に反して移動してしまっ
たり、操作部が手から滑り落ちてしまう場合があった。
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【０００５】また、カバーの外面から操作部を保持する
操作者の手が内視鏡検査により汚染されてしまうので、
操作者がその手で周辺機器類に触れたり、検査終了後に
内視鏡をハンガーに掛けたりすることもできず、甚だし
く不便な場合があった。
【０００６】そこで本発明は、操作者が内視鏡の操作部
を安定して保持することができ、しかも操作部を保持す
る操作者の手が汚染されない内視鏡の操作部汚染防止カ
バーを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の操作部汚染防止カバーは、下端に
挿入部の基端が連結された操作部を被覆するための内視
鏡の操作部汚染防止カバーであって、後部と下部とが一
つながりに連続的に開口形成されて、他の部分は操作部
を緩く囲む袋状に形成され、後部の開口縁部に沿って、
その部分の形状を崩れない程度に維持するための縁部形
状維持部材が配置され、後部の下半部には、その部分を
閉じた状態に維持することができる開閉自在な閉状態維
持部材が配置されているものである。
【０００８】そして、後部の上半部の開口が、操作者の
手をそこから内部に差し込んで操作部を操作者の手で直
接握ることができるように形成されていることにより、
その手が汚染されることなく内視鏡を使用することがで
きる。
【０００９】なお、縁部形状維持部材が、後部の開口縁
部に沿って連続的又は不連続的に取り付けられた金属製
又はプラスチック製の線材又は帯状部材であってもよ
く、閉状態維持部材が、後部の開口縁部の近傍に設けら
れたホック状の部材であってもよい。
【００１０】また、後部の開口縁部の外表面側に沿っ
て、汚液が開口縁部の内側に流れ込むのを規制するため
の樋状部材が設けられていてもよく、その場合に、樋状
部材が縁部形状維持部材を兼用していてもよい。
【００１１】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２と図３は、本発明の第１の実施例の操作
部汚染防止カバー１を示しており、図２は側面図、図３
は斜視図である。
【００１２】操作部汚染防止カバー１は、後述する内視
鏡１０の操作部１２全体を緩く被覆することができる袋
状に形成されていて、その後部２と下部３とは一つなが
りに連続的に開口形成され、他の部分は操作部１２を緩
く囲む無孔の袋状に形成されている。
【００１３】操作部汚染防止カバー１の素材としては、
例えばポリエチレンやポリプロピレン等のような可撓性
に富んだ合成樹脂材又は弾力性のあるゴム材のシート等
を用いることができ、袋状部分の形状は本実施例のよう
にある程度角張っていてもよいが、丸みのある形状にし
ても差し支えない。
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【００１４】なお、操作部汚染防止カバー１の後部２は
操作部１２の全長程度の長さ（例えば１５～２０ｃｍ程
度）であり、下部３は後述する挿入部１１が緩く通過す
る程度の長さ（例えば２～３ｃｍ程度）に形成されてい
る。
【００１５】この実施例の操作部汚染防止カバー１は、
同形状の二枚の薄いシートを後部２と下部３以外の全縁
部で溶着して形成されている。ただし、素材として袋状
に形成されたものを用いる等、どのような製法で形成し
ても差し支えない。
【００１６】操作部汚染防止カバー１の後部２の開口縁
部に沿って、その部分の形状を維持するための縁部形状
維持部材４が取り付けられている。この実施例の縁部形
状維持部材４は、例えば後部２の開口縁部に沿って不連
続的に取り付けられた金属製の線材であり、縁部形状維
持部材４がなければクシャクシャになって形状が全く維
持されない後部２の開口縁部の形状が、崩れてしまわな
い程度に縁部形状維持部材４によって維持される。
【００１７】ただし、縁部形状維持部材４は不連続に配
置されているので、後部２の開口縁部の形状は外力を加
えれば容易に変形させることができる。なお、縁部形状
維持部材４として弾力性に富むプラスチック材等を用い
れば、一つながりの一本の線材や帯状部材等であっても
この実施例の縁部形状維持部材４と同様に機能する。
【００１８】操作部汚染防止カバー１の後部２の下半部
には、その部分を閉じた状態に維持することができる開
閉自在な閉状態維持部材５が、開口縁部の近傍に設けら
れている。
【００１９】この実施例の閉状態維持部材５は、図３に
おけるIV－IV断面を図示する図４に示されるように、相
互に係脱自在な凸部材と凹部材とからなる細長いホック
状の部材であり、それを図５に示されるように係合させ
ることにより、後部２の下半部が閉じられた状態に維持
される。
【００２０】なお、閉状態維持部材５はこの実施例では
後部２の下端部と中央付近の二箇所に配置されている
が、その他の配置や個数にしても差し支えない。また、
閉状態維持部材５としていわゆるマジックテープ（登録
商標）等のような面ファスナー類やその他の手段を用い
てもよい。
【００２１】図６は、本実施例の操作部汚染防止カバー
１が内視鏡１０の操作部１２に被覆された状態を示す透
視図である。内視鏡１０は、操作部１２の下端に可撓管
状の挿入部１１の基端が連結され、後面の上端近傍にラ
イトガイドケーブル１３の基端が連結され、前面の上半
部に送気送水及び吸引の操作を行うための操作釦１４が
配置され、側面に湾曲操作ノブ１５が配置された構成に
なっている。１６は処置具挿入口金である。
【００２２】操作部汚染防止カバー１は、後部２と下部
３とが一つながりに連続的に開口形成されているので、
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その部分を開いて操作部１２に前方から被せるようにす
るだけで、図６に示される被覆状態にすることができ
る。
【００２３】そして、挿入部１１が下部３を通過し、ラ
イトガイドケーブル１３が後部２の上半部を通過する状
態で閉状態維持部材５を閉じることにより、操作部汚染
防止カバー１が操作部１２を緩く被覆する状態にセット
される。
【００２４】次いで、図１に示されるように、処置具挿
入口金１６を操作部汚染防止カバー１に突き通して、外
方からカバー押さえ部材１７を処置具挿入口金１６に係
合させることにより、操作部汚染防止カバー１が処置具
挿入口金１６部分に固定された状態になる。
【００２５】操作部汚染防止カバー１の後部２の上半部
はライトガイドケーブル１３が通過しているだけで大き
く開口している。したがって、操作者はそこから操作部
汚染防止カバー１内に手を差し込んで、操作部１２を直
接握って保持することができる。
【００２６】その状態においては、操作者は操作部１２
の下半部を握ると同時に、操作部１２の前方に突出する
操作釦１４の押し込み操作や操作部１２の側面に突出す
る湾曲操作ノブ１５の回転操作等を操作部汚染防止カバ
ー１内で行うが、操作部汚染防止カバー１はそのような
操作の妨げにならない程度に操作部１２に対して緩く被
覆されている。
【００２７】このようにして、操作者は操作部１２を操
作部汚染防止カバー１の内部で直接保持することがで
き、操作部１２を保持する方の手が汚染されることなく
内視鏡検査を行うことができる。
【００２８】図７は、本発明の第２の実施例の操作部汚
染防止カバー１を示しており、操作部汚染防止カバー１
の外表面に付着した汚液が開口縁部から内側に流れ込む
のを規制するための樋状部材８を、後部２の開口縁部の
外表面側に沿ってその全長にわたって付加したものであ
る。
【００２９】樋状部材８は、図７におけるVIII－VIII断
面を図示する図８に示されるように、例えば操作部汚染
防止カバー１より腰の強い帯状部材を外縁部分８ａで操
作部汚染防止カバー１に溶着し、内面側に突設された突
起９によって操作部汚染防止カバー１との間にＶ状の隙
間を作って形成されている。ただし、樋状部材８は他の
構成であっても差し支えなく、樋状部材８が縁部形状維
持部材４を兼用するようにしてもよい。
【００３０】
【発明の効果】本発明の内視鏡の操作部汚染防止カバー
は、後部と下部とが一つながりに連続的に開口形成され
て、他の部分は操作部を緩く囲む袋状に形成され、後部
の開口縁部に沿ってその部分の形状を崩れない程度に維
持するための縁部形状維持部材が配置され、後部の下半
部には、その部分を閉じた状態に維持することができる
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開閉自在な閉状態維持部材が配置されていることによ
り、操作者は後部の上半部から内視鏡の操作部汚染防止
カバー内に手を差し込んで、操作部を直接握って安定し
て保持して支障なく操作することができ、内視鏡検査を
行っても操作部を保持する方の手が汚染されないので、
周囲を汚染することなく検査後の作業等を衛生的に支障
なく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーが操作部に被覆された使用状態の透視図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの側面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの図３におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの図４に示される閉状態維持部材が閉状態にセ*
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*ットされた状態の断面図である。
【図６】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーが操作部に被覆された状態の透視図である。
【図７】本発明の第２の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施例の内視鏡の操作部汚染防
止カバーの図７におけるVIII－VIII断面図である。
【符号の説明】
１  操作部汚染防止カバー
２  後部
３  下部
４  縁部形状維持部材
５  閉状態維持部材
８  樋状部材
１０  内視鏡
１１  挿入部
１２  操作部
１３  ライトガイドケーブル

【図１】 【図２】 【図４】 【図５】

【図８】
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